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令和７年１１月１日以降の居宅介護支援における同一建物減算の考え方に 

ついて（通知） 

 

 日頃より本市介護保険行政の推進につきまして、御理解と御協力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 さて、すべての居宅介護支援事業所は、事業所の所在する建物と同一敷地内若しくは

隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、サービ

スを提供した場合は、所定単位数の１００分の５を減算することとしています。 

 今般、居宅介護支援事業所と同一敷地内建物等の関係にあたる短期入所生活介護を利

用している「長期利用者サービス提供減算」対象者の居宅介護支援における「同一建物

減算」についての当市の考え方は、下記の取扱いとなるため、ご確認をお願いいたしま

す。 

  

記 

 

 居宅介護支援事業所と同一敷地内建物等の関係にあたる短期入所生活介護を利用して

いる「長期利用者サービス提供減算」対象者（３０日を超えて連続利用している方）の居

宅介護支援における「同一建物減算」の考え方について 

 

短期入所生活介護は居宅サービスとして提供される一方、短期入所生活介護の長期利用

は実質的な当該施設への入所と考えられる。ケアマネジャーが居宅介護支援事業所と同一

敷地内建物等の関係にあたる短期入所生活介護事業所に訪問してモニタリング等を行う

場合、同一敷地内建物等を居宅として取り扱っていることになり、介護報酬が業務に要す

る手間、コストを評価するものであることから、「同一建物減算」の対象となる。 

なお、本取扱いについては、令和７年１１月１日以降のサービス提供分より適用とする。 
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